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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ランブータン果皮から溶媒抽出して得られる抽出物を含有することを特徴とする抗酸化
組成物。
【請求項２】
　抽出溶媒が、水、水溶性有機溶媒又はこれらの混合溶媒から選ばれることを特徴とする
請求項１記載の抗酸化組成物。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の抗酸化組成物を含有することを特徴とする飲食品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、抗酸化組成物に関し、詳しくはランブータン果皮から得られる抽出物、特に
水、水溶性有機溶媒又はこれらの混合溶媒を抽出溶媒として得られる抽出物を含有するこ
とを特徴とする、優れた抗酸化能を有する抗酸化組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　飲食品、医薬品、化粧品等の製品には、酸化による品質の劣化を防ぐ目的で、通常抗酸
化剤が配合される。このような抗酸化剤として、ブチルヒドロキシアニソール（ＢＨＡ）
やブチルヒドロキシトルエン（ＢＨＴ）等の合成抗酸化剤が知られている。このような合
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成抗酸化剤は、一般に使用が敬遠される傾向にあり、より安全性の高い天然物由来の抗酸
化剤が求められ、各種天然物由来の抗酸化剤が報告されている（例えば、特許文献１～６
参照）。しかし、天然物由来の抗酸化組成物は、抗酸化力、安定性、製造コスト、安定供
給等の面で必ずしも満足のいくものではなかった。また場合によっては、抗酸化組成物自
体が特有の芳香や香味を有しており、特に飲食品等に適用する場合、飲食品の嗜好性を損
ねるなどの難点があった。
【０００３】
【特許文献１】特開平０８－００３５５１号公報
【特許文献２】特開平０８－１４３４６６号公報
【特許文献３】特開平０８－２５９９４５号公報
【特許文献４】特開平０９－０７８０６２号公報
【特許文献５】特開平１０－１４０１５３号公報
【特許文献６】特開２００１－０９８２６４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　斯かる状況下、本発明は、前記の諸問題を解決するためになされたもので、抗酸化力が
高く、しかも安価で、飲食品等の嗜好性を損ねない抗酸化組成物を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明者等は上記事情に鑑み、鋭意研究した結果、ランブータン果皮から得られる抽出
物中に抗酸化力が強い抗酸化性物質が含まれていること、また該抽出物を飲食品に使用し
ても香味や食味を害さないこと、そして、原料であるランブータン果皮は、通常廃棄され
ているものであり、多量に且つ安価に入手できることから、本発明を完成させるに至った
。
【０００６】
　即ち、本発明は、ランブータン果皮から溶媒抽出して得られる抽出物、特に抽出溶媒が
、水、水溶性有機溶媒又はこれらの混合溶媒である抽出物を含有することを特徴とする抗
酸化組成物にある。また本発明は、該抗酸化組成物を配合することを特徴とする飲食品又
は皮膚外用組成物にある。
【発明の効果】
【０００７】
　本願発明のランブータン果皮から溶媒抽出して得られる抽出物を含有することを特徴と
する抗酸化組成物は、抗酸化力に優れ、飲食品をはじめ、医薬品、化粧品等に配合した場
合、有効に酸化を防止することができる。特に、該抗酸化組成物は特有の食味、香味を有
さず、飲食品類に用いても、その嗜好性を害することがない。更に、ランブータン果皮は
、安価且つ大量に入手可能であり、コスト面からも非常に有利である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明の実施の形態を詳述する。本発明において、ランブータンとは、ムクロジ
目ムクロジ科に属する植物で、学名をNephelium lappaceum Linn.という。原産地はマレ
ー半島で、東はハワイ、西はインドやアフリカに至る広い範囲で栽培されている。その果
実は東南アジアで好んで食され、多数の柔らかい毛の生えた厚い果皮の中に親指大の種子
を包むように果肉がある。ランブータン果肉の多くは生食され、また缶詰やジャム、酒な
どの原料としても用いられている。しかし、果皮の大部分は利用されておらず、生産地又
は大量に消費する地域で、大量にしかも安価に入手することが可能である。
【０００９】
　本発明では、ランブータン果皮を抽出原料として、溶媒抽出により得られる抽出物を利
用する。溶媒抽出に用いられる抽出溶媒は、植物原料からの溶媒抽出に用いられる公知の



(3) JP 4568702 B2 2010.10.27

10

20

30

40

50

抽出溶媒であればいずれも使用可能である。本発明では、水、水溶性有機溶媒又はこれら
の混合溶媒から選ばれる溶媒が特に好ましく用いられる。前記水溶性有機溶媒とは、水と
ある程度相溶性を有する溶媒を指し、具体的には、メタノール、エタノール、プロパノー
ル、ブタノール等のアルコール類、グリセロール、エチレングリコール、プロピレングリ
コール、１，３－ブチレングリコール等の多価アルコール類、酢酸メチル、酢酸エチル等
の脂肪族カルボン酸エステル類、アセトン等のケトン類が挙げられる。本発明では、これ
ら水溶性有機溶媒から選ばれる適当な組み合わせ、又はそれらと水との混合溶媒を抽出溶
媒として使用する。本発明では、これらのうちエタノール水溶液が好適なものとして挙げ
られる。
【００１０】
　抽出に当たっては、まずランブータン果皮を、公知の適当な手段にて粉砕、破砕する。
溶媒による抽出は、公知の方法に従って行えば良い。例えば、水、水溶性有機溶媒又はこ
れらの混合溶媒を抽出溶媒として用いた場合は、抽出原料であるランブータン果皮に対し
て、重量比で１～５０倍、好ましくは３～１０倍の抽出溶媒量で、０℃～１００℃の範囲
で、かつ抽出溶媒の沸点より低い温度条件で、０．１～５０時間、好ましくは０．５～２
４時間抽出すれば良い。抽出は静置状態でも良いが、より効率的に抽出を行うには、適度
に撹拌操作を行うのが望ましい。
【００１１】
　こうして得られるランブータン果皮からの溶媒抽出物は、そのまま抗酸化組成物として
利用可能である。また溶媒抽出物は、他の有機溶媒により再抽出したもの、公知の分画手
段や精製手段により分画・精製することにより得られる画分として利用しても良い。更に
これらの濃縮物や乾固物を利用しても良い。
【００１２】
　本発明の抗酸化組成物には、ランブータン果皮からの溶媒抽出物の他に、本発明の優れ
た効果を損なわない範囲で、アスコルビン酸、ビタミンＥ、ポリフェノール化合物等の公
知の抗酸化成分を含有させることも可能である。また、取扱いを容易にするために、賦型
剤を添加し公知技術に従って、粉末状、細粒状、顆粒状等の剤型とすることも可能である
。
【００１３】
　本発明のランブータン果皮の溶媒抽出物を含有する抗酸化組成物は、医薬品、医薬部外
品、健康食品を始めとする通常の飲食品類等に添加して利用することができる。食品の剤
型としては、特に制限されず、種々のものとすることができ、具体的には錠剤、丸剤、糖
衣錠、粉末状、顆粒状、茶状、ティバック状、ハードカプセル、ソフトカプセル、飴、ア
イス、焼き菓子等、種々のものとすることが可能である。
【００１４】
　また本発明のランブータン果皮の溶媒抽出物を含有する抗酸化組成物は、医薬品、医薬
部外品、化粧料等の皮膚外用組成物に添加して利用することができる。化粧料としては、
人体皮膚に適用されるものであれば特に制限されず、皮膚化粧料やファンデーション、口
紅等のメイクアップ化粧料、シャンプーやリンス、トリートメント等の毛髪化粧料、入浴
剤、洗顔料等が挙げられ、剤型としては特に制限されず、例えば軟膏、ローション、乳液
、クリーム、パック、顆粒、パップ剤等とすることができる。
【００１５】
　本発明の抗酸化組成物の飲食品又は皮膚外用組成物への添加割合は、目的、対象とする
ものにより千差万別であり一概に規定できないが、一般的には、ランブータン果皮からの
溶媒抽出物（固形分換算）を、食品又は皮膚外用組成物の総量を基準として０．００００
１～５．０質量％となるように、好ましくは０．００１～１．０質量％となるように添加
する。
【実施例】
【００１６】
　以下、実施例をもって本発明を詳説するが、本発明はこれらによって限定されるもので
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はない。また実施例における％は、特に指定しない限り、質量％を意味する。
【００１７】
製造例（ランブータン果皮抽出物の製造）
　洗浄したランブータン果皮８１ｇを、ナイフ及びミキサーで粉砕した。ミキサーによる
粉砕は、果皮質量に対して同量のエタノールを添加して行った。該粉砕物は、エバポレー
ターで濃縮した後、凍結乾燥機を用いて乾燥させ、１９．５ｇの破砕乾燥物を得た。この
粉砕乾燥物５ｇに１００ｍｌの５０％エタノール水溶液を添加し、室温にて２４時間攪拌
し、フィルターろ過して、ランブータン果皮抽出物６２．２６ｇ（固形分換算１．８７ｇ
）を得た。
【００１８】
実施例１（抗酸化力の評価）
　以下の方法に従い、ランブータン果皮抽出物の抗酸化力を測定した。
Ａ液：０．５ｍｍｏｌ／Ｌ　ＤＰＰＨ（1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl、和光純薬）エ
タノール溶液
Ｂ液：１００ｍｍｏｌ／Ｌ　Ｔｒｉｓ－ＨＣｌ水溶液（ｐＨ７．４）。
Ｃ液（試料）：製造例のランブータン果皮抽出物
手順：試験管にＡ液１．０ｍＬ、Ｂ液０．８ｍＬ、Ｃ液０．２ｍＬを各々とり、約１０秒
ボルテックスミキサーで撹拌後、室温下で２０分間遮光静置した後、分光光度計で５１７
ｎｍにおける吸光度Ａ517を測定した。コントロールとしてＣ液の代わりに同量の７５％
エタノール溶液を加えたもの、及び測定試料自体に由来する吸光を補正する目的で、Ａ液
の代わりに同量のエタノールを加えたものを同時に行ってＡ517を測定し、次式に従って
抗酸化力の値を求めた。なお、抗酸化力の比較対照として、Ｃ液として７５％エタノール
溶液で調製した１ｍｍｏｌ／Ｌのアスコルビン酸溶液を用いた。
式：［Ａ517（コントロール）－｛Ａ517（試料）－Ａ517（補正）｝］／Ａ517（コントロ
ール）×１００（％）
【００１９】
（結果）
　測定結果を表１に示す。本発明のランブータン果皮抽出物の抗酸化力は、アスコルビン
酸と比較しても遜色のないものであった。
【００２０】
［表１］
―――――――――――――――――――――――
　　　試　料　　　　　　　　　　　抗酸化力(%)
―――――――――――――――――――――――
製造例のランブータン果皮抽出物　　９２．４８
アスコルビン酸（対照）　　　　　　８７．９２
―――――――――――――――――――――――
【００２１】
実施例２
　リンゴ果実を細断し、２ｃｍ×２ｃｍ×１ｃｍの大きさの直方体の断片を作成した。製
造例のランブータン果皮抽出物を、固形分換算で０．２％となるように精製水で希釈した
抗酸化性組成物を前記リンゴ片に塗布し、室温下で放置した。なお精製水を塗布したリン
ゴ片を比較対照とした。１時間経過後、比較対照のリンゴ片は明確な褐変を示したのに対
し、本発明の抗酸化組成物を塗布したリンゴ片のほうは変化は見られなかった。また、本
発明の抗酸化組成物を塗布したリンゴ片を食しても、その食味に変化は感じられなかった
。
【００２２】
処方例１（ゼリー製剤）
　　　成　分　名　　　　　　　　　　　配合量(％)
（１）ランブータン果皮抽出物（製造例）　３．０
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（２）デキストリン　　　　　　　　　　２９．０
（３）パラチノース　　　　　　　　　　　５．０
（４）ゼラチン　　　　　　　　　　　　　１．０
（５）ペクチン　　　　　　　　　　　　　０．５
（６）イノシトール　　　　　　　　　　　５．０
（７）クエン酸　　　　　　　　　　　　　０．８
（８）ニコチン酸アミド　　　　　　　　　０．０１
（９）精製水　　　　　　　　　　　　　　残　量
　上記の各成分を混合し、常法によりゼリー製剤を製造した。
【００２３】
処方例２（チューインガム）
　　　成　分　名　　　　　　　　　　　配合量(％)
（１）ランブータン果皮抽出物（製造例）　５．０
（２）ガムベース　　　　　　　　　　　２５．０
（３）マルチトール　　　　　　　　　　４０．０
（４）マンニット　　　　　　　　　　　１９．０
（５）ソルビトール　　　　　　　　　　　５．０
（６）香料　　　　　　　　　　　　　　　１．０
（７）精製水　　　　　　　　　　　　　　残　量
　上記の各成分を混合し、常法によりチューインガムを製造した。
【００２４】
処方例３（グミキャンディ）
　　　成　分　名　　　　　　　　　　　配合量(％)
（１）ランブータン果皮抽出物（製造例）　５．０
（２）グラニュー糖　　　　　　　　　　３４．０
（３）水飴　　　　　　　　　　　　　　３０．０
（４）ゼラチン　　　　　　　　　　　　１０．０
（５）クエン酸　　　　　　　　　　　　　０．５
（６）酒石酸　　　　　　　　　　　　　　０．３
（７）香料　　　　　　　　　　　　　　　１．０
（７）精製水　　　　　　　　　　　　　　残　量
　上記の各成分を混合し、常法によりグミキャンディを製造した。
【産業上の利用可能性】
【００２５】
　本発明に係るランブータン果皮からの溶媒抽出物を含有する抗酸化組成物は、優れた抗
酸化能を有し、かつ特異な芳香や香味を持たず、抗酸化を目的として各種の食品類に、そ
の香味や食味に影響させることなく配合可能である。



(6) JP 4568702 B2 2010.10.27

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ａ６１Ｐ  39/06     (2006.01)           Ａ６１Ｐ  39/06    　　　　          　　　　　
   Ａ６１Ｐ  17/18     (2006.01)           Ａ６１Ｐ  17/18    　　　　          　　　　　

(74)代理人  100111028
            弁理士　山本　博人
(74)代理人  100132285
            弁理士　伊藤　健
(72)発明者  佐藤　珠美
            神奈川県小田原市寿町５丁目３番２８号　株式会社カネボウ化粧品　製品開発研究所内
(72)発明者  清水　かおり
            神奈川県小田原市寿町５丁目３番２８号　株式会社カネボウ化粧品　製品保証研究所内
(72)発明者  中原　道夫
            神奈川県小田原市寿町５丁目３番２８号　株式会社カネボウ化粧品　基盤技術研究所内

    審査官  大熊　幸治

(56)参考文献  特開平４－２４４００４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２０６４８３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１４５７３０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ０９Ｋ　　１５／００～　　１５／３４


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	overflow

